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２０１７年１０月１４日 

 

認定ＮＰＯ法人地域精神保健福祉機構 

代表理事  大島  巌さま 

 

政党アンケートへの回答 

 

 

政党名 社会民主党 

 

 

 

１．精神科医療の深刻な人権状況を改善する取り組み 

ｃ 公約に入れないが政策として取り組む 

 

２．精神科病院における身体拘束についての調査 

ｃ 公約に入れないが政策として取り組む 

 

 選挙公約については、総務省届出パンフであり、分量が限られていることおり、す

べてを網羅的に掲載することができず申し訳ありません。 

 精神科病院は多くが閉鎖病棟であるため人権侵害が発生しやすく、障害者への虐待

が横行していると推察されます。身体拘束がここ１０年間で２倍になったというデー

タもあります。精神障がい者への虐待を防止し、また、病院の隠蔽体質を変えていく

ためにも、精神科病院内において、身体拘束による人権侵害が起きていないか早急に

大規模な実態調査を行うべきと考えます。 

 

 

３．精神科病院における身体拘束を行う体制の改善 

ｃ 公約に入れないが政策として取り組む 

 

 選挙公約については、総務省届出パンフであり、分量が限られていることおり、す

べてを網羅的に掲載することができず申し訳ありません。 

 精神科医療における身体拘束による人権侵害や死亡が起きることがないように、身

体拘束される方の人数の縮減や実施期間の圧縮が図られるよう、目標値を設置するよ

う求めていきます。また、精神科病院内において、長時間（２４時間以上）の身体拘

束を禁止するとともに、精神医療の現場において、身体拘束の実施過程を録画などで

可視化し、実施後に検証できるようにすべきと考えます。 
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４．措置入院制度の改善 

ｃ 公約に入れないが政策として取り組む 

 

 選挙公約については、総務省届出パンフであり、分量が限られていることおり、す

べてを網羅的に掲載することができず申し訳ありません。 

  神奈川県立の障害者支援施設「津久井やまゆり園」で発生した殺傷事件によって、

措置入院が注目され、「危険な障害者は隔離しよう」という方向に倒錯した議論が進

んでしまっているのはきわめて問題です。措置入院の目的は医療と保護であり、犯罪

防止ではありません。そもそも日本は、措置入院と医療保護入院といった強制入院が

諸外国に比べて極端に多くなっています。障害者権利条約や国際的な潮流を踏まえて

、地域移行をすすめるべきであり、「自由こそが治療だ」というスローガンのもと、

入院制度そのものを見直し、一気に病床数を減らしたイタリアのバザリア法に学び、

日本においても精神障害者の地域生活を促進し、精神科病院を縮小していく法律が必

要だと考えます。 

 

 

５．精神科病院における強制入院の大規模な調査 

ｃ 公約に入れないが政策として取り組む 

 

 選挙公約については、総務省届出パンフであり、分量が限られていることおり、す

べてを網羅的に掲載することができず申し訳ありません。 

  そもそも日本は、措置入院と医療保護入院といった強制入院が諸外国に比べて極端

に多くなっています。精神障がい者への虐待を防止し、また、病院の隠蔽体質を変え

ていくためにも、精神科病院における強制入院について、人権侵害が起きていないか

早急に大規模な実態調査を行うべきと考えます。 

 

 

６．精神疾患患者の自立促進のために経験者の活用を制度化するか 

ｃ 公約に入れないが政策として取り組む 

 

 選挙公約については、総務省届出パンフであり、分量が限られていることおり、す

べてを網羅的に掲載することができず申し訳ありません。 

  精神疾患の経験者による「ピアサポート」は、障害者総合支援法の施行３年後の見

直しを議論した厚生労働省社会保障審議会障害者部会の報告書でも、「地域移行や地

域生活の支援に有効」とされています。ピアサポーターの活用を強化することは、精

神疾患患者への支援を充実するとともに、経験者が医療機関や障害福祉サービス事業

所などで雇用されてお金を稼ぎ自立していくことの後押しにもつながります。「ピア

サポート」を制度化し、質の向上のための養成研修の実施などを支援します。 
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７．精神障害者の一般企業への就労を推進するか？ 

ｃ 公約に入れないが政策として取り組む 

 

 選挙公約については、総務省届出パンフであり、分量が限られていることおり、す

べてを網羅的に掲載することができず申し訳ありません。 

 精神障害者が地域社会で暮らし続けられるためには、生活の基盤となる多様な暮ら

しの場とともに、様々な働く場を拡大することが必要です。そのため、改正障害者雇

用促進法の徹底、企業への補助金の強化とあわせ、事業者の意識を変えていくことに

取り組みます。また、精神障害者の多くは、僅かな年金や生活保護、あるいは家族の

扶養なしには生活できないなど、経済的に苦しい生活を余儀なくされています。通勤

、通院、外出などの交通費が大きな負担となっており、精神障害者に対しても公共交

通機関の運賃割引制度を設けます。 

 

 


